                                               　　　　　　　令和８年４月２１日

八頭町議会議員補欠選挙
    選挙長　野﨑正実　様

八頭町議会議員補欠選挙候補者  推 薦 届 出 書

下記のとおり関係書類を添えて推薦届出をします。
記
	(ふりがな)
	　
	性

別
	男
・
女

	候　補　者
	　
	
	

	本　　籍
	　

	住　　所
	　鳥取県八頭郡八頭町

	生年月日
	　昭和・平成　　　　　　年　　　　月　　　　日　（満　　　歳）

	党　　派
	　

	職　　業
	　

	一のｳｪﾌﾞｻｲﾄ等のｱﾄﾞﾚｽ
	　

	当該選挙に係る議員又は長と兼ねることが
できない職にある者についてはその職名
	

	選　　挙
	　令和８年４月２６日執行　　八頭町議会議員補欠選挙

	添付書類
	　１．候補者の承諾書             ５．所属党派証明書
　２．選挙人名簿登録証明書　     ６．戸籍の謄本又は抄本
　３．供託証明書  　　 　　　　　７．通称認定申請書
  ４．宣誓書



	推
薦
届
出
者
	住　　所
	  鳥取県八頭郡八頭町

	
	氏　　名
	                                                       ㊞    

	
	生年月日
	  昭和・平成　　　　　　年　　　　月　　　　日生

	
	住　　所
	  鳥取県八頭郡八頭町

	
	氏　　名
	                                                       ㊞    

	
	生年月日
	  昭和・平成　　　　　　年　　　　月　　　　日生

	

推



薦



届



出



者
	住　　所
	  鳥取県八頭郡八頭町

	
	氏　　名
	                                                       ㊞    

	
	生年月日
	  昭和・平成　　　　　　年　　　　月　　　　日生

	
	住　　所
	  鳥取県八頭郡八頭町

	
	氏　　名
	                                                       ㊞    

	
	生年月日
	  昭和・平成　　　　　　年　　　　月　　　　日生

	
	住　　所
	  鳥取県八頭郡八頭町

	
	氏　　名
	                                                       ㊞    

	
	生年月日
	  昭和・平成　　　　　　年　　　　月　　　　日生

	
	住　　所
	  鳥取県八頭郡八頭町

	
	氏　　名
	                                                       ㊞    

	
	生年月日
	  昭和・平成　　　　　　年　　　　月　　　　日生

	
	住　　所
	  鳥取県八頭郡八頭町

	
	氏　　名
	                                                       ㊞    

	
	生年月日
	  昭和・平成　　　　　　年　　　　月　　　　日生

	
	住　　所
	  鳥取県八頭郡八頭町

	
	氏　　名
	                                                       ㊞    

	
	生年月日
	  昭和・平成　　　　　　年　　　　月　　　　日生


備考１．「生年月日」欄の年齢は、選挙の期日現在の満年齢を記入しなければならない。
　　２．法第８６条の４第４項に規定する政党その他の政治団体の証明書を有しない者は、「党派」欄に「無所属」と記載しなければならない。
[bookmark: _GoBack]　　３．令第８９条第４項の場合においては、「党派」欄に当該政党その他の政治団体の名称のほか、その略称を「（略称）何々」と記載しなければならない。
　　４．「職業」欄には、職業をなるべく詳細に記載し、地方自治法第92条の2又は第142条に規定する関係にある者についてはその旨を記載しなければならない。
　　５．「一のウェブサイト等のアドレス」欄には、選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために利用する一のウェブサイト等のアドレスを記載することができる。
記載上の注意
１．氏名は、戸籍等に記載されているものを楷書で明確に記載し、かならず「ふりがな」をつけること。
２．本籍、住所欄には、戸籍に記載されている住所を番地まで正確に記載すること。
３．政党その他の政治団体の名称が字数２０を越える場合は、その名称のほか、２０字以内の略称を「（略称）何々」と記載すること。
４．兼職を禁止されている職にある者については、その職名を記載すること。
５．この届出書を提出する際には、必ず届出者の印鑑を持参すること。
